
○鉄道警察隊の事件、事故等引継要領 

昭和62年４月１日 

埼例規第20号・鉄警 

警 察 本 部 長 

   鉄道警察隊の事件、事故等引継要領の制定について（例規通達） 

 みだしの要領については、埼玉県警察鉄道警察隊に関する訓令（昭和62年埼玉県警察本部訓

令第６号）第28条第２号の規定に基づき、別添のとおり制定し、昭和62年４月１日から実施す

ることとしたから、運用上誤りのないようにされたい。 

  



別添 

   鉄道警察隊の事件、事故等引継要領 

第１ 趣旨 

  この要領は、地域部鉄道警察隊が取り扱う事件、事故等について、所轄警察署への迅速、

適正な引継ぎを図るため、必要な事項を定めるものとする。 

第２ 事件、事故等の引継ぎ 

  事件、事故等の引継ぎは、別表に基づき、取扱事件等引継書（別記様式）により行うもの

とする。 

第３ 引継ぎ上の留意事項 

１ 鉄道警察隊長は、事件、事故等の発生が鉄道施設であるという特殊性にかんがみ、その

引継ぎに当たつては、迅速、適正に行うものとする。 

２ 鉄道警察隊長は、２以上の警察署に関連する事件、事故等が発生した場合で、いずれの

警察署に引き継ぐか疑義のあるときは、警察本部主管課長と協議の上、引き継ぐものと

する。 

３ 鉄道警察隊長は、必要があると認めたときは、引き継いだ事件、事故等の処理結果等に

ついて、関係警察署長に照会するものとする。 

   実施日 

 この例規通達は、昭和62年４月１日から実施する。 

   実施日（昭和63年12月20日埼例規第47号・鉄警） 

 この例規通達は、昭和64年１月１日から実施する。 

   実施日（平成元年11月30日埼例規第56号・会・鉄警） 

 この例規通達は、平成元年12月１日から実施する。 

   実施日（平成４年８月31日埼例規第55号・務） 

 この例規通達は、平成４年９月１日から実施する。 

   実施日（平成５年７月30日埼例規第50号・鉄警） 

 この例規通達は、平成５年８月１日から実施する。 

   実施日（平成10年３月31日埼例規第28号・務） 

 この例規通達は、平成10年４月１日から実施する。 

   実施日（平成11年９月７日埼例規第59号・務） 



 この例規通達は、平成11年９月10日から実施する。 

   実施日（平成16年３月１日捜三第486号） 

 この通達は、平成16年３月６日から実施する。 












